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 現在、労働監督行政の最重点施策の一つとして、「長時間労働対策」があります。
長時間労働を要因とする脳・心臓疾患、メンタル不調者の増加は、企業の人事労務
管理担当にとっても重要課題となっています。 

 【コラム】（過重労働について考える）              三平 和男 

 多くの企業が労働時間短縮のために、業務の効率化を図るための業務改善や人員
配置の見直しなどの様々な努力をしているところですが、明確な成果がみられないとい
うのが実態ではないでしょうか。 
 労働基準監督署が、脳出血や心筋梗塞などによる「過労死」を労災認定する際の
基準として、厚生労働省が定める時間外労働時間を指す「過労死ライン」という言葉
があります。発症前の1ヶ月間に約100時間、または発症前の2～6ヶ月前に1ヶ月あたり
約80時間超の過重な残業があった場合は、過労死との関連性が強いとされています。 

  

 靴の専門店チェーン大手のABCマートが、労働基準法違反で東京地検に書類送
検されたという事件があり、マスコミで大きく取り上げられました。法定労働時間や36協
定で規定した限度時間を超えて、月100時間程度の時間外労働を行わせたとされて
おり、これまでの東京労働局による度重なる指導や勧告でも改善が見られないと言う
事で書類送検に踏み切ったものです。 

 労働基準法は102条で「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴
訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」と定めています。つまり、労働基準監督
官は警察官として、労働基準法違反の犯罪事実について捜査し、必要があれば裁判
官に令状を発してもらい、家宅捜索や逮捕を行うことも可能な職業なのです。 

 その労働基準監督官が捜査の結果、刑事事件として処罰が必要と判断した場合
は、検察官へ事件を送致することになります。逮捕されることなく検察官へ事件が送致
されることは、一般に「書類送検」と呼ばれます。今回のＡＢＣマートをめぐる事件につい
ては、今後、検察官によって捜査が進められ、最終的な刑事処分が決められていく流
れとなっています。 

 この事件は、今年4月に東京労働局に新設された「過重労働撲滅特別対策班」
（通称：かとく）による初の書類送検事例です。「かとく」は、政府がいわゆる“ブラック企
業”対策の目玉として、東京労働局と大阪労働局にそれぞれ労働基準監督官のエキ
スパートを集めて作った専門チームです。 

 長時間労働が心身の健康に大きな悪影響を及ぼすことは以前から指摘されており、
異論のないところです。慢性的な人手不足に悩む企業、とりわけ中小企業にとっては、
労働時間の短縮という課題を解決することは容易ではありませんし、業務の効率化を
図るための多額の設備投資をすることの限界もあることは承知していますが、企業とし
てのリスクマネジメントとして、過重労働対策は避けて通れない状況となっています。 
 企業にとって、過重労働対策を進めるうえで重要なことは、従業員とのコミュニケー
ションを深め、労働時間短縮策、業務改善に一体的に取り組むということです。それに
よって、従業員の定着率の向上、有能な人材確保を図るということが現実的な解決の
近道といえるのではないでしょうか。 
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【平成27年8月1日から支給限度額が変更になります 】 
 

     高年齢雇用継続給付  
     支給限度額 340,761円→341,015円                                                                        
    最低限度額   1,840円→  1,840円 
      60歳到達時等の賃金月額 
    上限額  447,300円→447,600円 
    下限額   69,000円→ 69,000円 
 
   
       育児休業給付   
      支給限度額 上限額(支給率67％） 285,420円→285,621円 
     支給限度額 上限額(支給率50％） 213,000円→213,150円 
   
   
       介護休業給付 
      支給限度額 170,400円→170,520円 
 
 

【最低賃金引き上げへ 】 
  今春は大企業を中心に高水準のベースアップが行われた一方、中小企業にはその波が十

分に及ばず、国民全体としては景気の回復を実感できないという指摘がよくなされます。そん
な背景もあり、政府は最低賃金の引き上げに非常に積極的であると言われてきました。そん
な中、今週、中央最低賃金審議会目安に関する小委員会より「平成27年度地域別最
低賃金額改定の目安」が示されました。 
 今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は１８円（昨年度は１６円） となり、目
安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度
以降で最高額となる引上げとなり、都道府県別に見ると以下のようになっています。 
平成27年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安 

Ａランク 19円 
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪  
Ｂランク 18円 
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 
Ｃランク 16円 

北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、
福岡 
Ｄランク 16円 

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄 

 
 
 


